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新潟県建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年６月26日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第33号 

新潟県建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

新潟県建築基準法施行細則（昭和35年新潟県規則第82号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線及び太枠部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（建築物の定期報告） 

第10条 （略） 

２ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点

検における点検の項目、方法及び結果の判定基準

並びに調査結果表を定める件（平成20年国土交通

省告示第282号）第２の規定により知事が付加する

法第12条第１項の調査に係る項目、方法及び結果

の判定基準は、次の表のとおりとする。 

 調査項目 
調 査 方

法 

判 定 基

準 

(一) 各階の主

要な常時

閉鎖した

状態にあ

る防火扉

（ 以 下

「常閉防

火扉」と

いう｡) 

閉鎖又

は作動

の障害

となる

物品の

放置並

びに照

明器具

及び懸

垂物等

の状況 

目 視 又

は こ れ

に 類 す

る 方 法

（ 以 下

「 目 視

等」とい

う｡ )に

よ り 確

認する。 

物 品 が

放 置 さ

れ て い

る こ と

等 に よ

り 常 閉

防 火 扉

の 閉 鎖

又 は 作

動 に 支

障 が あ

ること。 

(二) 扉の取

付けの

状況 

目 視 等

又 は 触

診 に よ

り 確 認

する。 

取 付 け

が 堅 固

で な い

こと。 

    

(三) 扉、枠

及び金

物の劣

化及び

損傷の

状況 

目 視 等

に よ り

確 認 す

る。 

変形、損

傷 又 は

著 し い

腐 食 に

よ り 遮

炎 性 能

又 は 遮

煙 性 能

（建築物の定期報告） 

第10条 （略） 
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に 支 障

が あ る

こと。 
    

(四) 固定の

状況 

目 視 等

に よ り

確 認 す

る。 

常 閉 防

火 扉 が

開 放 状

態 に 固

定 さ れ

て い る

こと。 
    

(五) 作動の

状 況

（人の

通行の

用に供

する部

分に設

ける常

閉防火

扉に限

る｡) 

扉 の 閉

鎖 時 間

を ス ト

ッ プ ウ

ォ ッ チ

等 に よ

り 測 定

し、扉の

質 量 に

よ り 運

動 エ ネ

ル ギ ー

を 確 認

す る と

ともに、

必 要 に

応 じ て

プ ッ シ

ュ プ ル

ゲ ー ジ

等 に よ

り 閉 鎖

力 を 測

定する。 

ただし、

３ 年 以

内 に 実

施 し た

点 検 の

記 録 が

防 火 区

画 に 用

い る 防

火 設 備

等 の 構

造 方 法

を 定 め

る件（昭

和4 8年

建 設 省

告 示 第

2563号）

第 １ 第

１ 号 の

規 定 に

適 合 し

な い こ

と。 
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あ る 場

合 に あ

つては、

当 該 記

録 に よ

り 確 認

す る こ

と を も

つ て 足

りる。 
     

(六) 居室の換

気 設 備

（第12条

第２項第

１号の換

気設備を

除く。以

下同じ｡) 

作動の

状況 

各 階 の

主 要 な

換 気 設

備 の 作

動 を 確

認する。 

換 気 設

備 が 作

動 し な

いこと。 

(七) 換気の

妨げと

なる物

品の放

置の状

況 

目 視 等

に よ り

確 認 す

る。 

換 気 の

妨 げ と

な る 物

品 が 放

置 さ れ

て い る

こと。 
     

(八) 排煙設備

等 

可動式

防煙壁

の作動

の状況 

各 階 の

主 要 な

可 動 式

防 煙 壁

の 作 動

を 確 認

する。 

可 動 式

防 煙 壁

が 作 動

し な い

こと。 

(九)  排煙設

備（第

12条第

２項第

２号の

排煙設

備を除

く。以

下 同

じ｡)の

各 階 の

主 要 な

排 煙 設

備 の 作

動 を 確

認する。 

排 煙 設

備 が 作

動 し な

いこと。 



4 

作動の

状況 

(十) 特別避

難階段

の階段

室又は

政令第

1 2 3 条

第３項

第１号

に規定

する付

室の排

煙設備

の作動

の状況 

各 階 の

主 要 な

排 煙 設

備 の 作

動 を 確

認する。 

排 煙 設

備 が 作

動 し な

いこと。 

(十

一 ) 非常用

エレベ

ーター

の昇降

路又は

政令第

1 2 9 条

の13の

３第３

項に規

定する

乗降ロ

ビーの

排煙設

備の作

動の状

況 

各 階 の

主 要 な

排 煙 設

備 の 作

動 を 確

認する。 

排 煙 設

備 が 作

動 し な

いこと。 

(十

二 ) 非常用の

照明装置

（第12条

第２項第

３号の非

常用の照

明装置を

除く。以

作動の

状況 

各 階 の

主 要 な

非 常 用

の 照 明

装 置 の

作 動 を

確 認 す

る。 

非 常 用

の 照 明

装 置 が

作 動 し

な い こ

と。 



5 

下同じ｡) 

(十

三 )  照明の

妨げと

なる物

品の放

置の状

況 

目 視 等

に よ り

確 認 す

る。 

照 明 の

妨 げ と

な る 物

品 が 放

置 さ れ

て い る

こと。 

 

３ 省令第５条第３項の調査結果表は、別に定める

様式によるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第10条第２項の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という｡)以後に着手

する建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条第１項の調査（以下「調査」という｡)に係る項目、方法及び結

果の判定基準について適用し、施行日前に着手した調査に係る項目、方法及び結果の判定基準については、な

お従前の例による。 

３ この規則による改正後の第10条第３項の規定は、施行日以後に着手する調査に係る建築基準法施行規則（昭

和25年建設省令第40号）第５条第３項の調査結果表について適用し、施行日前に着手した調査に係る建築基準

法施行規則第５条第３項の調査結果表については、なお従前の例による。 

 


